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 第 122回 福 島 市 都 市 計 画 審 議 会 

 

 

 

 

議 案 集 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：令和４年５月１２日（木）午後２時から 

          場  所：キョウワグループ・テルサホール（福島テルサ） 

 ３階 「あぶくま」  

資料１ 
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１．議  案  

第１２２回 福島市都市計画審議会に次の議案を提出する。 

 

議 案 番 号 件    名 
決 定 

区 分 
頁 備考 

議案第２６６号 

 

県北都市計画地区計画の決定（案）について 

（仁井田下川原地区計画） 
福島市 ３～５  

 
令和４年５月１２日 

 

                    福島市都市計画審議会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

議案第２６６号 

 

県北都市計画地区計画の決定（福島市決定） 

 

 県北都市計画 地区計画（仁井田下川原地区計画） を次のように決定する。 

 

名  称 仁井田下川原地区計画 

位  置 福島市 仁井田字下川原、八木田字水神の各一部の区域 

面  積 約 ３．８ ha  

５

 

区

域

の

整

備

、

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 

福島市の中心部から西に２ｋｍ、福島市役所吉井田支所か

ら南東に１５０ｍに位置している。また、西側には一般国道

１３号福島西道路、南側には県道福島微温湯線が通り公共交

通及び公共施設の利便性に恵まれた地区である。 

周辺には福島市役所吉井田支所・福島市吉井田学習センタ

ー・吉井田小学校、福島トヨタクラウンアリーナ（福島市国

体記念体育館）・荒川桜づつみ河川公園等の公共施設が立地し

ており利便性が高い住環境に適した地域である。 

地区計画の策定により、近隣の住宅地と一体となった適切

な土地利用とゆとりある良好な居住環境の形成と水害リスク

の低減により、地域の安全・安心と活性化を図ることを目標

とする。 

 

土地利用の方針 

 

 道路等の公共施設を整備し、既存の市街化区域と調和を図

りながら、災害リスクの低減に努め、良好な居住環境の維持・

形成により、住民の安心に寄与する適切な土地利用を図る。 

建築物等の整備方針 

 

 ゆとりある良好な居住環境を形成するため「建築物の用途

の制限」、「容積率の最高限度」、「建蔽率の最高限度」、「敷地

面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」「建物の高さの最高

限度」「かき又はさくの構造の制限」等を定める。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

 

 

 

 

 

 

 

建

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

 

 

 

地区の区分 約 ３．８ ha 

建築物等の 

用途の制限 

第１種中高層住居専用地域に建築できる建築物のうち、住

宅（共同住宅・寄宿舎・下宿・長屋を含まない）及び兼用住

宅、診療所、薬局、幼稚園、保育所に限る。 

また、兼用部分については、建築基準法施行令第１３０条

の３の規定に定められたもの。（非住宅部分の面積が 50 ㎡以

下かつ延べ面積の 1/2 未満のもの。）、かつ、都市計画法第３

４条１１号の開発許可基準で認められているもの。 
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地 

区 

整 

備 

計 

画 

建

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

容 積 率 の 

最 高 限 度 
１０分の２０ 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 
１０分の６ 

敷地面積の 

最 低 限 度 
２００㎡ 

壁面の位置 

の  制  限 

 建築物（車庫、物置等を除く）の外壁又はこれに代わる柱 

面（以下、「外壁等」とする。）から道路境界（隅切り部分を 

除く）、隣地境界までの距離は１．０ｍ以上とする。 

 車庫、物置等の外壁等から道路境界までの距離は、０．６

ｍ以上とする。 

建築物等の 

高 さ の 

最 高 限 度 

１２ｍ以下 

建築物等の 

形 態 及 び 

意匠の制限 

（１）建築物の形態・意匠は、福島市景観形成基本計画を踏

まえ、福島市景観まちづくり計画に準拠するものとする。 

（２）屋外広告物は、周辺の景観に配慮したものとする。     

かき又はさくの 

構造の制限 

 生垣又は高さが１．５ｍ以下の透視可能な材料（高さが６

０ｃｍ以下の部分はこの限りではない）で造られたものとす

る。 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理由 

福島市の中心部から西に２ｋｍ、福島市役所吉井田支所から南東に１５０ｍに位置し

ている。また、西側には一般国道１３号福島西道路、南側には県道福島微温湯線が通り

公共交通の利便性及び福島市役所吉井田支所・福島市吉井田学習センター・吉井田

小学校、福島トヨタクラウンアリーナ（福島市国体記念体育館）・荒川桜づつみ河川公園

等の公共施設が立地しており良好な居住環境と生活利便施設等が形成されている地区

である。 

 地区計画の策定により、近隣の住宅地と一体となった適切な土地利用とゆとりある良

好な居住環境の形成と水害リスクの低減により、地域の安全・安心と活性化を図ることを

目標に、適正な土地利用を誘導することから地区計画を決定するものである。 
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都市計画の決定に係る土地の区域 

 

 

  新たに都市計画に含まれる土地の区域 

 

福島県福島市のうち 

 

   仁井田字下川原、八木田字水神の各一部の区域 

 

【参 考】 

○都市計画案の縦覧及び、意見書の提出状況 

  縦 覧 期 間：令和４年４月１３日から令和４年４月２７日まで 

  意見書の提出状況：なし 


